
・当該マニュアルは、画面イメージにより操作手順を説明しております。

1 相模原市ホームページトップページ
2 電子申請届出メニュー
3 手続検索画面
4 手続選択画面
5 手続詳細画面
6 申請書選択画面
7 申請書入力画面
8 申請書確認画面
9 追加情報登録画面
10 申請内容確認画面
11 到達確認画面

それぞれの画面で操作方法等を記載しております。

平成22年度決算書類及び決算付属明細書等
電子申請マニュアル



1.相模原市公式ホームページ　トップページ

●「電子申請」から手続きを開始します。

①左側中段下にある「電子申請」をクリックし、申請届出メニュー画面に移ります。

①相模原市トップページ

「電子申請」をクリック「電子申請」をクリック



2.申請・届出メニューページ

●電子申請手続きのトップページです。

②「申請・届出をする」ボタンをクリックし、手続検索画面に移ります。

②「申請・届出をする」をクリック②「申請・届出をする」をクリック



3.申請・届出手続検索ページ

●相模原市で行っている電子申請手続きの中から、今回の現況報告の手続を検索します。

③キーワード欄に、「決算書類」と入力し、現況報告の手続を抽出します。

③キーワード欄に「決算書類」と入力し 「検索」をクリック③キーワード欄に「決算書類」と入力し、「検索」をクリック



4.手続選択ページ

●検索結果の中から手続を開始します。

④検索結果の中から「平成22年度決算書類及び決算付属明細書等の提出」をクリックし、次に画面に移ります。

④「平成22年度決算書類及び決算付属明細書等

の提出」をクリック



5.手続詳細ページ

●手続の詳細を確認する画面です。案内・注意事項の確認や申請様式のダウンロードなども可能です。

⑤「電子申請を開始する」をクリックし、次の画面に移ります。

案内注意事項が確認できます。

⑤「電子申請を開始する」をクリック

様式の確認、ダウンロードが

できます。

様式の確認、ダウンロードが

できます。



6.申請書選択ページ

●申請書の選択を行います。

⑥「新規」をクリックし、次の画面に移ります。

各ボタンの利用方法です。

⑥「新規」をクリック



7.申請書入力ページ

●申請書の必要事項の入力を行います。

⑦現況報告の必要な事項【必須】を入力し、「入力完了」をクリックして次の画面に移ります。

各ボタンの利用方法です。

⑦すべて打ち込んでください

連絡事項があればこちらの欄に記入してください連絡事項があればこちらの欄に記入してください。

なお、貴法人の会計システムの都合上、添付（電送）するファイルの分割

が不可能な場合等は次のようにご記入ください。

（例）

ファイル分割不可能なため、社会福祉法人現況報告書（１・２面） にすべ

て添付。

⑧入力完了したらクリックする



8.申請書確認ページ

●申請書の詳細を確認する画面です。入力誤りの有無を確認してください。

⑨前のページで入力した情報を確認する画面です。確認後、「確認完了」をクリックして次の画面に移ります。

各ボタンの利用方法です。

⑨確認完了したらクリックする



9.追加情報登録ページ

●添付書類となる現況報告書や事業報告書の登録を行います。

⑩それぞれの添付書類の送信方法の選択、電送する場合の電子ファイルの添付を行い、「入力完了」をクリックし次の画面に移ります。

各注意事項を確認ください。各注意事項を確認ください。

必須書類は

「電送」：電子データで送付

「窓口」：窓口に持参（書面提出）

「郵便」：郵送で送付（書面提出）

を選択してください。

なお 任意書類で提出不要な書類は

を選択してください。

なお、任意書類で提出不要な書類は

「なし」を選択してください。

※ファイル分割不可能なため、社会

福祉法人現況報告書（１・２面） に

すべて添付した場合、その他の必

須書類の送信方法は「窓口」又は

「郵送」を選択してください。

中略

⑩入力完了したらクリックする



10.申請内容確認ページ

●申請内容と添付書類とその送信方法の確認を行います。

⑪前のページで入力した内容を確認し、「送信」をクリックしてください。

「送信方法」書類は再度ご確認下さ

い

「送信方法」書類は再度ご確認下さ

い。

⑪「送信」をクリックする

添付書類の確認・保存ができます。



11.到達確認ページ

●申請が相手方（市）に到達したことの確認を行います。

⑫申請の到達を確認し、「利用を終了する」をクリックし、終了します。

各注意事項を確認ください。

⑫「利用を終了」をクリックする


